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お知らせ

10 月は里親月間です 里親になりませんか？
～子どもたちに家庭のぬくもりを～

～子どもたちのために、あなたにも出来ることがあります～

　さまざまな事情により家族と一緒に生活することが出来ない子どもたちがいます。里親とはこうした子どもたち
を自分の家に迎え入れ、家庭的な環境の中で愛情を込めて養育してくださる方です。
　里親の家庭で愛情に包まれて家族の一員として暮らすことにより、子どもたちは一人の人間として大切にされ、
愛されているという感覚を持ちながら育つことが出来ます。

　里親には、子どもが親と一緒に生活出来るようになるまで養育する「養育里親」と養子縁組により養親となるこ
とを希望する「養子縁組里親」があります。（このほかに専門里親、親族里親があります。）
　子どもが好きであり、愛情と熱意を持って、真心を込めて養育してくださる方を求めています。養育里親の場合は、
長期の養育だけでなく、１週間、１ヶ月間といった短期間の養育をしてくださる方も求めています。
　里親になるためには特別な資格は必要ありませんが、必要な研修を受講すること、里親を希望する方とその同居
人が欠格事由に該当しないこと、経済的に困窮していないことが必要です。

●里親制度に関心がある方はお問い合わせください。

　中央児童相談所　隠岐相談室　℡ 08512-2-9706（参考）
■欠格事由：里親希望者及び同居人が①成年被後見人又は被保佐人②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなるまでの者、③児童福祉法等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなるまでの者、④児童虐待ほか児童の養育に関し著しく不適当な行為を行った者
＊Ｈ23.6.3 法改正により、①は同居人を除くものとされた。

里親となるまでの流れ（養育里親の場合）
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土地届け出のお願い

森林・農地を相続したら、各所に届け出するのをご存知ですか。
相続したら、届け出・土地活用の意思表示の２つをお願いします。

〇届け出　：法律の改正により、農地・森林を相続された方は、届け出ることが新たに義務づけられました。

　土地を相続した場合、従来より、固定資産税の名義変更のための届け出が必要でしたが、これに加えて、農地については
平成21年12月以降、森林 *については、平成24年4月以降、届け出が義務付けられました。
　なお、農地・森林の届け出をしない場合は、罰則（10万円以下の過料）を科されることもあります。

＊森林については、相続に限らず売買、譲渡などにより、新たに森林所有者となった場合も届け出が義務付けられました。

相続した土地のある市町村の
森林は林業担当課、 税は税務担当課
農地は農業委員会または農業担当課

＊届け出については、お近くの行政書士にもご相談できます。

〇土地活用の意思表示　：　誰かに売りたい、管理を任せたいという意思のある方はご連絡をください !!

　すぐに買い手や借り手が見つからない場合もありますが、今、「誰かに売りたい」「誰かに管理を任せたい」という意思表
示をしておくだけで、後々その機会が訪れるかもしれません。
　詳しくは林業・農業担当課にお問い合わせください。

売りたい」 「管理を任せたい」 という方は相続した土地のある市町村の 農地は農業委員会または農業担当課へ

西ノ島町役場（別府支所）地域振興課　農林水産係　　　（08514）7-8777
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宝くじ助成金による事業の実施報告について

通常シングル１室１名様5,775円のところ

隠岐在住の方限定！
　　　　　　　　3,800円（税込）
更に日曜・祝日宿泊料金

ズバリ3,600円（税込）
　　　　　　※他のプランとの併用は出来ません。
　　　　　　※連休の場合は連休最終日をプラン
　　　　　　　適用日にさせて頂きます。

　　　　　　ヘルシー朝食バイキング
　　　　　　お１人様　945円（税込）
　　　JR 松江駅前
　　　松江アーバンホテル１号館２号館
　　   松江市朝日町５９０－３
　　　 電話　０８５２－２２－０００２
　　　 http://www.matsue-urban.co.jp

とって隠岐プラン

おすすめ

シングル1室1名様

平日シングル
1室1名様

お知らせ

にしのしまマイバッグキャンペーン実施中！
　８月末現在、のべ８８，７２０枚のレジ袋が節約されました。
　　皆様のご協力をお願いいたします。

　西ノ島町地球温暖化対策地域協議会　

地区名 商店名 地区名 商店名 地区名 商店名
赤ノ江 山根商店 浦　郷 河内商店 美田尻 カンバラ衣料
浦　郷 小中商店 浦　郷 竹中商店 別　府 ㈲安藤本店
浦　郷 いなばや 浦　郷 シマヤ商店 別　府 天草鮮魚店
浦　郷 肉のいのうえ 浦　郷 はっぴい 別　府 河内商店（別府店）
浦　郷 西脇鮮魚店 浦　郷 松谷ドライクリーニング 別　府 さくらや商店
浦　郷 ＪＦしまね直売所 船　越 だるまや商店 別　府 デオデオたまや電気
浦　郷 伊藤商店 船　越 中島屋商店 別　府 前田商店
浦　郷 フジタ電気店 大　津 山内商店 別　府 ㈲まつのや
浦　郷 池田酒本店 大　津 ㈲ユアーズ 別　府 すいすい
浦　郷 中浜鮮魚店 大　津 TOP西ノ島店 別　府 大丸商店
浦　郷 沖見文具店 美田尻 JA隠岐どうぜん

グリーンストア浦　郷 清水商店

にしのしまマイバックキャンペーン協賛店

　離婚や子どもの養育費、遺産相続などの

家庭内のもめ事、隣人とのトラブル、消

費者金融業者との金銭の賃借問題や商品売

買・交通事故等によるもめ事など様々な問

題により、お悩みの方は、下記の通り調定

相談を実施しますので是非お出かけくださ

い。

　相談は無料で、秘密は守られます。

・日　時　　平成２５年１０月４日（金）

　　　　　　午前１１時から午後４時

・場　所　　黒木公民館

・担当者　　民事・家事調停委員

・問合せ先　松江地方裁判所西郷支部

　　　　　　            （Tel 0852-2-0005）

無料調定相談に来てみませんか
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　宝くじ助成事業は、自治総合センターが宝くじの社会貢
献広報事業として、コミュニティ活動備品の整備や安全な
地域づくりなどに対して助成を行い、地域のコミュニティ
活動の充実を図るものです。今回、西ノ島町では、地域防
災組織育成事業として各地区（西ノ島町区長会）がリヤカー・
車いす・担架を購入しました。これらは災害発生時の要援護
者の避難、物資の搬送などに活用されます。　　　総務課


